
山口県中小企業活性化協議会 統括責任者補佐募集要領 

 

１．募 集 職 種 山口県中小企業活性化協議会 統括責任者補佐(サブマネージャー) 

２．募 集 人 員 １名程度 

３．業 務 場 所 公益財団法人やまぐち産業振興財団 

  (山口市小郡令和１丁目１-１ 山口市産業交流拠点施設２Ｆ) 

４．契 約 期 間 令和６年６月契約日から令和７年３月３１日まで 

   ※事務委任契約 

５．応 募 期 限 令和６年５月３０日(木) １７時必着 

６．業務の内容 当財団内には、中小企業・小規模事業者の経営破綻の未然防止及び

事業再生の実現に向け、各地域の関係機関や専門家が連携し支援を

する「山口県中小企業活性化協議会」が設置されている。当協議会

にかかる以下の業務を行う。 

(1) 中小企業にかかる事業再生や経営改善に関する相談対応 

(2) 事業再生や経営改善に悩む中小企業・小規模事業者への助言・情報提供 

 (3)  専門家派遣を活用とした事業再生や経営改善支援 

(4) 毎月、事務報告書を作成し、担当者に提出すること 

(5) 委任期間が満了する時は委任事務の成果について担当者に報告書を提出する

こと 

(6)  事業を円滑に遂行するため、上記のほか必要な業務を行う 

７．応 募 資 格 応募者は以下の条件を満たすこと 

（１）必須条件 

①中小企業の経営支援の実績があること 

②コミュニケーション能力に優れ、経営相談時に課題を洗い出し具体的なアド

バイスが出来る能力があること 

③パソコン（Word、Excel、PowerPoint）を活用して業務が遂行できること 

④自家用車を運転して、山口県内の中小企業や支援機関を訪問できること 

（２）専門性 

   下記各号のいずれかに該当する者であって、山口県の経済情勢や中小企業を

取り巻く経営環境や事業、経営実態を把握し、中小企業再生支援施策に精通

した方 

① 金融機関等において企業再生関連の実務を３年以上経験したことがある方 

② 弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士などの資格を有し、かつ中小

企業再生支援、改善支援の実務を経験したことがある方 

８．委 任 日 数 ２４０日／年程度（最低でも月１５日は対応できること） 

          対応日数は協議のうえ決定する 

          窓口開設時間は８時３０分から１７時１５分まで 



９．契 約 額 ２４０日対応で７，２００，０００円／年 

 ※１日あたり３０，０００円 消費税別 

 月末締、翌月１５日支払 ただし年度末等には事業委託元の指示に 

より、変更となることがある 

10．諸 手 当 等 通勤手当、時間外手当、退職金、賞与は支給しない 

          企業訪問等の出張旅費（公用車、マイカー）は別途支給 

11．社 会 保 険 なし（対象外） 

12．選 考 方 法 書類選考後、面接を行う (３月下旬または 4月上旬) 

※選考結果及び面接日時は５月３１日(金)までにご連絡します 

13．提 出 書 類 

(1)  履歴書 

 （市販のＪＩＳ様式を利用し、写真貼付のこと。国家資格等は必ず記載のこと） 

(2)  職務経歴書（財団ＨＰからダウンロードし、記入） 

(3)  エントリーシート（財団ＨＰからダウンロードし、800字以内で記入） 

14．問合せ先・書類提出先 

  〒７５４－００４１ 

    山口市小郡令和一丁目１-１ 山口市産業交流拠点施設（オフィス棟４Ｆ） 

    公益財団法人やまぐち産業振興財団  山本あて 

ＴＥＬ：（０８３）９０２－３７０１ 

 

 

   なお、最終的な採用決定は、中国経済産業局の承諾が前提となります。 

承諾手続の進捗状況によっては契約開始日が遅れる場合がありますので、あらかじめ 

ご了承ください。 

 

 

  

 


